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1 杭工 の基本事項 

 

1.1 杭工の構造 

 杭工は、抑止工の一種であり、すべり面を貫通させて設置した構造物のせん断抵抗ま

たは曲げ抵抗により地すべり抵抗力を付加させることを目的とした施設である。杭工の

本体はほぼ地中に存在しているため、本手引きでは、目視点検の際には杭頭周辺の地盤

の変状に着目して点検することが主体となる。 

 杭工の構造は、表Ⅹ-1.1.1 に示す。また、施設の配置は図Ⅹ-1.1.1 に示す。 

 

表Ⅹ-1.1.1 杭工の構造 

※地すべり対策として近年あまり用いられない傾向にある。 

 

図Ⅹ-1.1.1 杭工の配置のイメージ  

  

杭工

地すべり斜面

杭位置周辺
杭頭 地すべり斜面

杭工

構造区分・種別 材質 説明 

杭
工 

鋼管杭 
鋼管杭 

 

鋼材 

 
鋼管による構造の杭 

Ｈ型鋼杭 
Ｈ型鋼杭 

 

鋼材 

 

Ｈ形鋼による杭で、応急的な工事に用いられる場合が多

い※ 

合成杭 

鋼管杭 

Ｈ型鋼杭 

 

鋼材 

 
鋼管とＨ形鋼を組み合わせた杭※ 

二重鋼管杭 
二重鋼管杭 

 

鋼材 

 
鋼管を二重にした杭※ 

コンクリー

ト杭 
コンクリート杭 

鉄筋コンクリー

ト等 
鉄筋コンクリート等による構造の杭※ 

付
帯
施
設 

頭部連結工 連結部材 
鋼材・鉄筋コンク

リート等 

杭の耐力を高めるために杭頭を鉄筋コンクリート等で

連結した構造物 

鋼管擁壁工

(土留壁) 
鋼矢板 

鋼材等 

(鋼矢板等) 

地表から突出させた杭に鋼矢板を組み合わせて擁壁と

する構造物 

アンカー工

取付け部 

アンカー台座・ヘ

ッド等 
鋼材等 

杭頭にアンカーを補助的に併用した構造物 

杭頭部は連結される場合が多い 
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一般に杭が地すべりに抵抗する場合、杭には曲げモーメントとせん断力が発生し、杭

のもつ破壊強度を超えたとき(許容できない変形が生じたとき)に杭は破壊する。杭工の

設計では、杭に発生する力の考え方によって下記のように分類される。 

 

 a)モーメント杭：曲げモーメントに対する安全性を満足する設計を行う杭(曲げ杭) 

  さらに、モーメント杭は下記の 2 つに分類される。 

 

①くさび杭：杭谷側の地盤の抵抗力を期待して計画される杭で、移動層中の杭が地

すべり土塊と一体となって挙動すると考え、そのときに生じる杭のせん

断抵抗力と抵抗曲げモーメントで抑止効果を発揮させる。一般に、地す

べりブロックの中腹付近で杭背面が安定している場合に計画される。 

 

②抑え杭：杭谷側における移動層の抵抗力がないものとして計画される杭で、すべ

り面より上部を片持ち梁とみなして設計する。移動層の抵抗力は地すべ

り末端や頭部で小さくなるため、こうした位置に抑え杭が計画される。

ただし、通常は地すべり頭部の人家や道路など特定の対象物を保全する

目的で設計されることが多い。地すべり末端への計画は、抑止力が過大

になるため避けることが多い。 

 

 b)せん断杭：せん断力に対する安全性を満足する設計を行う杭 

 

③せん断杭：杭の曲げやたわみを考慮せず、すべり面における杭のせん断抵抗力で

地すべりの安定化を図るものである。最近は計画されることが少ないが、

過去には多くの杭がせん断杭として施工された。 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅹ-1.1.2 杭の種類※ 

※以下の文献から引用した： 

農林水産省農村振興局、社団法人農業土木学会  「土地改良事業計画設計基準 計

画「農地地すべり防止対策」基準書、技術書」 2004 年 6 月  

モーメント杭

せん断杭 

くさび杭

抑え杭 杭 
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図Ⅹ-1.1.3 設計における杭に発生する力の考え方のイメージ※ 

 

※以下の文献を参考とした： 

社団法人 地すべり対策技術協会 , 「地すべり鋼管杭設計要領」, 2003 年 

  

③せん断杭

設置時の杭 抑止力を発揮

している杭 

せん断抵抗力

地すべりの 
すべり面 

基盤 

移動土塊 

地盤反力

(谷側)(山側)

②抑え杭

設置時の杭

抵抗曲げモーメント

せん断抵抗力

変形により、

抑止力を発揮

している杭 

地すべりの 
すべり面 

基盤 

移動土塊 

地盤反力

(谷側)(山側)

杭の谷側の地盤反力
を期待しない 

※杭が元の形状に戻ろうとすることで、抵抗力が発生する 

※杭が元の形状に戻ろうとすることで、抵抗力が発生する 

①くさび杭

設置時の杭

変形により、

抑止力を発揮

している杭 

抵抗曲げモーメント 

せん断抵抗力 

地すべりの 
すべり面 地盤反力

基盤 

移動土塊 

(谷側)(山側)
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地すべり活動によって杭に変形が生じると、杭頭周辺で変状が見られる場合がある。

杭頭周辺の変状事例を示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅹ-1.1.4 杭頭周辺の変状事例写真 

  

杭頭周辺の変状事例 

(杭の隙間：隙間最大 40mm) 

杭頭周辺の変状事例 

(杭の谷側路面沈下) 

地すべり移動
方向 

杭頭周辺の変状事例 

(谷側へ約 20 度傾き) 

地すべり移動
方向 
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1.2  杭工の機能低下とその要因 

機能診断の視点から、各工種の機能低下と地すべりへの影響を表Ⅹ-1.2.1 に整理する。 

 

表Ⅹ-1.2.1 杭工の機能低下 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅹ-1.2.1 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例（杭工） 

  

工種 杭工 

地すべり防止対策工

としての効果・機能 

・すべり面を貫通して設置した杭のせん断抵抗または曲げ抵抗による地すべり抵抗

力の付加 

施設の機能低下の種

類 
・杭の変形や破壊、杭位置周辺の変形や破壊による地すべり抵抗力の低下 

施 設 の

機 能 低

下 を 示

す現象 

項目 

杭位置周辺の隆起、沈下 

（杭頭が露出している場合、

傾動等の異常が判明する場

合がある。） 

杭 間 土 の 中 抜

け等 

杭背後地盤

の沈下、崩

壊 

付帯施設等の

損傷、劣化 

内容 

想定外の外力が作用して杭

が変形し、周辺の変状を引き

起こす。 

杭 の 間 を 土 塊

が通り抜け、杭

の 抵 抗 力 が 適

正 に 地 す べ り

土 塊 に 作 用 し

ていない。 

杭背後の地

盤反力が小

さくなり、

杭に想定外

の外力が作

用する。 

付帯施設等の

損傷で、杭に過

度な負担が生

じる。 

施設の機能低下時に

想定される状態 

杭に過度な変形が生じ、破壊

の恐れがある。 

期 待 さ れ た 抵

抗 力 を 発 揮 し

て い な い 可 能

性がある。 

杭に過度な

変 形 が 生

じ、破壊の

恐 れ が あ

る。 

杭に過度の変

形が生じ、破壊

の恐れがある。

地すべりに与える悪

影響 

地すべり全体の滑動に対して杭によって付加されていた抵抗力が失われ、地すべり

が不安定となる。 

杭工

地すべり斜面
杭位置周辺

杭頭

原因：

地下水位上昇などによる外力の増

加など

杭工

機能低下：

杭位置周辺に地盤の隆起、沈下⇒杭

に過度な変形・破損の可能性など

杭位置周辺
杭頭

杭工

地すべり斜面

地すべりへの(悪)影響：

杭の破損等により、杭の受け持つ抵抗力が低下し、

地すべり不安定化につながる
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2 機能診断方法 

2.1 日常管理  

2.1.1 基本事項 

日常管理(巡視)は、施設周辺の目視点検により、施設の異常、老朽化、明らかな危険

状態の把握を行う(Ⅰ-33 ページ参照)。 

杭工は、そのほとんどが地中に設けられており、杭頭を地表から確認できない場合が

多い。また、地すべり対策事業開始当初には杭工が計画されてあっても、その後の検討

により実際には施工されない場合もある。このため、基本情報調査において、杭工の施

工記録（施設設置位置図、竣工図、竣工写真等）を可能な限り収集し、杭の施工の有無

や施工位置の詳細を明らかにしておく必要がある。 

点検に当たって、現地において杭の施工位置に到達したならば、杭を無理に探そうと

せず、周辺の地盤の変状がないか確認することを基本とする。 

  

 点検では、可能な範囲で全ての項目を確認することが望ましいが、植生等によって施

設を目視点検するための十分な視界を確保できない場合等も想定される。そこで、表Ⅹ

-2.1.1 に、現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目を示す。 

 

表Ⅹ-2.1.1 現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目 

対象施設 
主な機能 優先的に点検すべき項目 

工種 部位 

杭工 

本体 地すべりの移動を抑止 大きな変状・損傷 

付帯施設 杭機能と一体あるいは機能補助 大きな変状・損傷 

杭位置周辺 杭機能と一体・施設により安定化を期待 地すべりの変状 

【現場での点検ポイント】 

・配置されている範囲の両端に ①地表の亀裂 ②杭と地盤の間の隙間   がないか確認 

・地すべりブロックの幅の中央部分で 

 ①杭間隔に相当する規則的な地表の凹凸 ②杭の配列に近い方向の直線状の段差や亀裂

がないか確認。 
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2.1.2 日常管理の点検項目 

 点検項目を表Ⅹ-2.1.2 に解説する。ここでの「点検」とは簡単な目視で判別できる程

度の異常の有無を確認することとし、点検するべき「部位」としての「周辺状況」とは

目安として施設から見渡すことができる範囲(10～20m 程度)の状況のこととする。 

 

表Ⅹ-2.1.2 異常の有無を確認する項目(杭工) 

 

 

 

 

2.1.3 日常管理の点検様式と記入例 

本手引きで提案する点検様式と記入例を表Ⅹ-2.1.3～表Ⅹ-2.1.4 に示す。 

なお、施設管理者以外の点検者(巡視員)は、点検結果欄までを記入することとし、評

価欄については点検結果の報告を受けた施設管理者が記入する(Ⅰ-49 ページ参照)。 

 

部位  項目 説明 

①本体 1 杭頭の配列の乱れ 杭工は、本体が地中に設置されることから、地表からは

本体の様子を観察することはできない。したがって、地

表から見ることができる杭頭とその周りの地盤の位置

関係等から杭本体の状態を推測する。 

2 杭の傾き 

3 杭と地盤とのすきま 

4 杭の抜け上がり 

5 杭の突出または沈下 

②付帯施設 1 アンカーの飛び出し 杭本体とは別に付帯施設がある場合、その構造物に異常

があるか確認する。 
2 

頭部連結工などの著しい

損傷・腐食 

3 土留壁などの損傷 

③周辺の状況 
1 

沈下・隆起・押し出し・亀

裂 

斜面崩壊や侵食(降雨や漏水で地表が削られる)が発生

する（沈下・隆起・洗掘・流出・崩落・押し出し・吸出

し・亀裂等）。杭周辺に地すべり等の兆候がある。 2 湧水 

3 周辺斜面の崩落 
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表Ⅹ-2.1.3 日常管理調査票様式（1/2）使用例その 1 

 

  

☑
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表Ⅹ-2.1.4 日常管理調査票様式（2/2）使用例その 2 

様式-2(2)

<位置図・写真(自白書式)>

国竺主旦13120"/ 11/ 

③杭の傾き

o 0 0 0 
巴記

/ゃい。
o 。

日常管理調査票(2/2) 地すべり防止施設機能診断調査

。 o 0 ... 

↑点、制1・3
1忽山和YPEL (2♂〉
]oC，，"， 
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2.2 概査 

2.2.1 基本事項 

 概査は、日常管理で異常が指摘された箇所について、近接目視を主とした点検を行い、

施設状態の把握、異常が発生した要因の推定、補修・更新または詳細調査等の対応方針

を決めるために実施する。概査は、特に以下の事項を重視して実施する。 

 

(1) 概査の準備 

概査の準備として次のことを行う。①日常管理時の点検結果等の既存資料の確認・転

記、②対象施設の選定・点検ルートの設定、③点検時期の設定、④関係者への連絡・必

要装備・資材の確認などを行う(Ⅰ-51 ページを参照)。 

 

(2) 安全管理 

杭施工位置を探して斜面を移動する必要があるため、滑落や転落に特に注意する。 

 

(3) 概査における着目点と留意点 

杭工を対象とした概査における着目点と留意点について以下の通り示す。 

 

1）杭の目視点検 

 杭工は、本体が地中に設置されることから、地表から本体の状態を観察することはで

きない。 

 無闇に探さず、図面と現地とを照合させ、位置を確認し、杭本体の状態を推測する。

その際、該当箇所周辺の路面等において、一定の法則性、連続性を持った明確な亀裂が

存在している場合、杭の機能に何らかの異常もしくは能力不足が懸念されるので、それ

らを記録に残すようにする。経過観察を続け、変状が拡大傾向であれば、詳細調査等を

考える。必要に応じて、地すべりの動態観測を実施する。 

 杭工は複数本の杭によって機能を果たすものであるので、一連のもの(目安としては頭

部連結工で連結される程度)で 1 施設として点検を行うこと。地表で目視可能な杭頭につ

いては、視認可能な範囲で、杭頭周辺の状況を写真に残しておくこと。 

  

2）施設周辺の地盤等 

 施設の基礎地盤の沈下、施設周辺斜面における崩落、押し出し、湧水・湿潤の有無に

ついて確認する。地すべり変状が認められる場合には、その新旧について確認が必要で

ある。また、近傍における既設調査ボーリング孔の残存状況を確認し、地下水位観測が

可能な場合は、手測りの触針式水位計等を用いて計測する。  
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2.2.2 概査の点検項目と変状レベルの判定 

(1) 概査の点検項目 

 概査の点検項目は以下の通りである。 

 

1）現地確認事項 

 杭工について表Ⅹ-2.2.1 に示す確認事項を調べ、施設の全体的な状況を確認する。 

杭工は地中に設置されることから、地表からは本体の状態を観察することはできない。

したがって、地表から見ることができる杭頭とその周りの地盤の位置関係等から杭本体

の状態を推測する。現地で確認できる施設状況を調査様式に記入し、事前の文献調査等

によって把握した状況との違いを認識する。 

また、施設周辺に湧水などが見られた場合はその場所と状況を記録する。概査におい

て水質調査等は基本的に実施しないものとするが、湧水の流量や水質などについて特筆

するべきことがあれば記録を残す。また、事前の文献調査等によって把握されている特

筆事項等を記録してもよい。 

杭やその周辺に変位や地下水位を計測するための観測施設等が設置されているならば、

その機器名や状況等を記録する。 

 

表Ⅹ-2.2.1 現地確認事項 

 

 

 

  

□ 可 □ 否 ) □ なし □ あり )

列 ×

□ 流量(最大) l/分

合計

水質・計測値等湧水状況 法面湧水 湧水あり

施設状況
杭頭視認

配置状況 本数 状況

(状況： 付帯施設 (工種：

観測施設 計測器名
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2）概査における点検項目(部位の変状レベル) 

 部位ごとに表Ⅹ-2.2.2 に示すに関して近接目視点検を実施し、当てはまる状況を選択

(複数可)し、写真やコメントを記録する。各項目の最も悪い状況についてレベルを判定

する。 

 

表Ⅹ-2.2.2 概査における点検項目(杭工について) 

工種・部位 項目 
  状況 （異常な状況がない場合は 0 とする, 

        複合的な状況その他の場合は 9 とする） 

杭
工 

本体 
【注意】 杭の地中部
分は目視点検が困難
なため、杭頭と周辺の
地盤との相対的な変
状に着目する。 

変位・変形 

1.杭頭の配列の乱れ 

2.杭の傾き 

3.地盤と杭との隙間 

4.杭の抜け上がり 

5.中抜け(杭の間の地盤の中抜け) 

付
帯
施
設 

土留め工 

（腰止ブロック等） 

破損・欠損 
1.欠損・2.ひび割れ・3.脱落 

4.破断・5.中詰材の流出（籠枠等の場合） 

変位・変形 1.ずれ・2.はらみ出し・3.傾倒 

腐食 1.発錆（籠枠工などの場合） 

その他 1.湧水(裏込め土等の流出を伴う、流量が大きい) 

施設背面の変状 1.吸出し・2.陥没・3.侵食・4.湧水・5.構造物背面のすきま 

基礎地盤の変状 1.沈下・2.隆起(地盤に接している本体の変形で判断)  

頭部連結工 
破損・欠損 1.欠損･2.ひび割れ･3.目地切れ･4.摩耗 

変位・変形 1.ずれ・2.はらみ出し・3.傾倒 

アンカー工 
破損・欠損 1.損傷・2.飛び出し 

腐食 1.発錆 
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3）施設周辺地盤状況 

 施設周辺地盤状況を確認し、表Ⅹ-2.2.3 に状況を記録する。表Ⅹ-2.2.4 に施設周辺

地盤状況として確認するべきポイントの例を示す。 

 

表Ⅹ-2.2.3 施設周辺地盤状況確認欄 

 

 

表Ⅹ-2.2.4 施設周辺地盤状況として確認するべきポイントの例 

場所 具体的な状況 

基礎地盤等 沈下・侵食・洗掘・吸い出し 

杭設置位置上方または下

方の斜面 
崩落・押し出し 

 

  

  

□ 施設機能に影響する変状がある

□ 施設機能に影響する変状がない
施設周辺地盤状況
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(2) 変状レベルの評価基準 

杭工を対象として、各部位、各項目に対する変状レベルの評価基準（レベル区分の

判定事例(写真)とその解説）を表Ⅹ-2.2.5～表Ⅹ-2.2.8 に示す。 

 

表Ⅹ-2.2.5 変状レベル判定事例(工種：杭工 その 1 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：本体 

項目(現象)：変形（杭の抜け上がり等） 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

 

・変状なし 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤の空洞化、変形（地盤とのすきま）

・変状の兆候あり 

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

 

— 

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 

 

杭抜け上がり（杭浮き：5cm） 

・変状あり 

 



Ⅹ-16 

 

表Ⅹ-2.2.6 変状レベル判定事例(工種：杭工 その 2 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：本体 

項目(現象)：変形（杭の傾き等） 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げた

現象・状況が見

られない、もし

くは目視困難

なほど軽微で

ある 

 

・変状なし 

b 

項目に挙げた

現象・状況に対

し軽微な変状

がある 

 

杭の抜け上がり、杭の傾き（3 度） 

 

・変状の兆候あり 

（本来、地中に埋まっているはずの杭が斜

面内にて地表に露出している。現在のとこ

ろ、ほぼ垂直に設置されているものの、今

後、谷側への傾きなどに注意するべきと考

えられることから変状レベル b とする。）

c 

項目に挙げた

現象・状況に対

し限定的（局所

的）ではあるが

明らかな変状

がある 

 

— 

d 

項目に挙げた

現象・状況に対

し著しい変状

がある 

 

杭頭の傾き（谷側へ約 20 度） 

・地表にて明らかな変状あり 

（杭頭部の傾きなど） 
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表Ⅹ-2.2.7 変状レベル判定事例(杭工 その 3 ) 

変状 

レベル 
評価基準 

部位：付帯施設（頭部連結工） 

項目(現象)：変形・破損 
解説(具体的な目安) 

a 

項目に挙げ

た現象・状況

が見られな

い、もしくは

目視困難な

ほど軽微で

ある 
 

・変状なし 

b 

項目に挙げ

た現象・状況

に対し軽微

な変状があ

る 
 

頭部連結工傾き：山側 1.5°浮き、ひび割れ 

変状あり 

（ただし、原型あり、一体性が損なわれない

程度の亀裂） 

c 

項目に挙げ

た現象・状況

に対し限定

的（局所的）

ではあるが

明らかな変

状がある  

杭の傾斜による頭部連結工のずれ 

変状によって、構造物の一体性が損なわれて

いる。（数 cm 程度の開口亀裂など） 

d 

項目に挙げ

た現象・状況

に対し著し

い変状があ

る 

 

 

 

 

 

 

 

杭の頭部連結工のコンクリートの跡 

（砕けている） 

変状によって、、構造物の一体性が損なわれ

ている。（広範囲に原型を留めていない場合）
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杭の地中部分は目視点検が困難なため、杭頭と周辺の地盤との相対的な変状に着目す

る必要がある。杭頭が地表に現れない場合に路面等の状況から杭の状態を推定した変状

レベル判定事例を参考までに下記に示す。 

 

表Ⅹ-2.2.8 【参考】変状レベル判定事例(杭工 その 4 ) 

変状レベル 評価基準 
部位：杭工（施設周辺状況） 

項目(現象)：変位・変形 
解説(具体的な目安) 

a 

項 目 に 挙

げ た 現

象・状況が

見 ら れ な

い、もしく

は 目 視 困

難 な ほ ど

軽 微 で あ

る 

 

舗装のひび割れ：幅 5.0mm 長さ 2.3m 

 

・杭、地すべりとの関連は薄いと推定される状

況 

b 

項 目 に 挙

げ た 現

象・状況に

対 し 軽 微

な 変 状 が

ある  

舗装のひび割れ：幅 30.0mm 長さ 7.5m 

・杭、地すべりとの関連は不明だが、ひび割れ

に連続性や方向性がやや見られる状況 

c 

項 目 に 挙

げ た 現

象・状況に

対 し 限 定

的 （ 局 所

的）ではあ

る が 明 ら

か な 変 状

がある 

 

杭設置斜面上方の家屋前の道路面全体に亀裂

・ひび割れの連続性などから、杭、地すべりと

の関連がやや推定される状況 

・路面通過に支障が生じる状況 

d 

項 目 に 挙

げ た 現

象・状況に

対 し 著 し

い 変 状 が

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭下流側の路面沈下、コンクリート枠破損杭の

配置位置に沿った亀裂 

・杭、地すべりとの関連が強いと推定される状

況(杭の設置位置に沿った変状) 

・地すべり活動が想定される状況 

  



Ⅹ-19 

 

 

2.2.3 概査の点検様式と記入例 

 杭工は複数本の杭によって機能を果たすものであるので、一連のもの(目安としては頭

部連結工で連結される程度)で 1 施設として点検を行うこと。可能であれば、一本一本の

状況を写真には残しておくこと。ただし、対象施設の取り扱いは、点検作業上の利便性

と施設管理の実態(施設管理台帳の記載)を考慮して、施設群の点検票などの利用を検討

するなど臨機応変に行うこと。 

  

 表Ⅹ-2.2.9 に、様式-3(1)の使用例を示す。なお、様式-3(1)の「総合評価」「点検結

果と対応の目安に対するコメント」の使い方の解説、および、全工種共通となる様式

-3(2)～(4)の使用例はⅠ総論編を参照のこと。 
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表Ⅹ-2.2.9 概査調査票（1/4）の使用例その 1 

4華式ー3(1) 型09-1

状況 (異常な状況がない場合は0とする ①変状レベル
工種・部位 項目

権合的な状況その他の場合は9とする) a I b I c I d 骸当写真
健全度
(A-D) 

本体 1杭頭の配列の乱れ
[注意】杭の地

212杭の傾き 。写真5
杭
中部分は目視

エ
回 点検が困灘なた 変位・変形 3地盤と杭との隙間 D 
め、統頭と周辺

4杭の銭けよがり
の地盤との相対
的な変状に着目 5中級け(杭の聞の地盤の中級け)

破鍋・欠損
1.欠損・2.ひび割れ・3.脱落

4破断・5中詰材の流出(筒枠等の場合)

土留め工 変位・変形 1ずれ・2はらみ出し・3.傾倒

付
ロ (腰止ブロック 腐食 1発錆(縫枠エなどの場合)

帯
等) その他※ 1湧水(裏込め土等の流出を伴う、流量が大きい)

施 施設背面の変状 1吸出し・2陥没・3侵食・4湧水・5構造物背面のすきま
註

基礎地盤の変状 1沈下・2隆起(地盤に接している本体の変形で判断)
※ 

破績・欠損 1.欠損・2.ひび割れ・3.目地切れ・4摩耗
口頭部連結工

変位・変形 1ずれ.2はらみ出し.3.傾倒

ロアンカーエ
破績・欠損 1損傷・2飛び出し

腐食 1発鋪

※必要人応じ、類似した工程周の点検票を用いて、各点検ポイントl、準じて判定する。
| ③雌の健全度(i-iv) 巴コ{量も睡い部位田恒金置に基づいて決定]

※①変状レベル(a-d)、②部位の健全度(A-D)、③施設の健全度(i-iv)の順に各々最も悪い評価を統合し、施設全体を評価する。

③ ← ② ← ① 評価指標

範 l 部 A 置 a 項目に挙げた現象・状況が見られない、もしくは目視困雛なほど軽微である (機能低下していない状態)
股ーー 位←ー

のE 直 LlV 
の B 状 b 項目に挙げた現象・状況に対し軽微な変状がある ・(本質的に支障はないが放置すると機能低下を紹く恐れがある状態)

レ健トー一

全戸ー
ペ c 項目に挙げた現象・状況に対し限定的(局所的)ではあるが明らかな変状がある ー(機能低下している状態)

，" 度 D d 項目に挙げた現象・状況に対し者しい変状がある (明らかに機能低下、または織能喪失している状態)

施股周辺地盤状況
巴 施設機能に影響する変状がある I杭斜周辺の斜面表層に侵食跡が見られ、一部杭頭が露出(写真3.4.6)
口施設機能に影響する変状がない 面上部の道路面(民家前)に亀裂が見られた(写真7.8)

その他の状況

‘草色色惑も 訟当する選択肢!こO~f，寸Iす益。 点検者から盤設管理者への伝達事項としてf対応のE安盛示すそa

対応の目安 判断目安(原則、判断の目安に沿って選択する。原則とは異なる選択をする場合は理由をコメント欄に必ず犯人する。)

問題なし 施設の健全度が 1である場合(剖也の健全宜主てが岬場合}

監視 施設の健全度が Hである場合(剖位由健全度で8が一つでも含まれる渇合}

軽微な補修 施設の健全度が川である場合(部位の瞳全麿でcb'一つでも含まれる吻合}

補修・更新 施設の健全度がIV(部位の健全置でDが一つでも含まれる犠合〕であり、かつ要因が明らかである場合や対応方法が明確な場合。要詳細調査 施設の健全度がIVであり、かつ要因が明らかでない場合や対応方法が明確でない場合惜盤向闘の櫨包が必要怠織倉和
緊急対応時
の必要性

【やが判新瞳断た損目な安③宜】人状①的地②被す損害べ害発り硲生ので白耳値活懸段動章I 状況と I 
対応策

-点検結果と対応の目安に対するコメント変討の芳三主要Eの品tA".h;'&ifúflj.のfJJIfi~t古事
-部分的に地表面に露出していた11本の杭頭が確認可能であった。隣授の水路工に沿って地表部が侵食されており、水路工に近い
程、地表から突出した長さが畏い傾向にあるため、斜面表層部の侵食等によって杭頭の露出が生じたと推定される。

-露出した杭頭のうち数本で谷自11への傾きを確認した。また、斜面上部の道路面(民家前)に亀裂が見られた。すぐに崩壊につながるよう
なものではないと考えられるが、杭の傾きとの関係性について詳細調査が必要であると考えられる。
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2.3 詳細調査 

2.3.1 詳細調査計画 

杭工のうち、目視点検にて把握ができない部位や現象を調査する必要がある場合、詳

細調査が必要とされることがあると考えられる。一例として、①杭の施工位置、②杭の

変形・損傷状況等が調査対象となると考えられる。 

また、目視等によって確認された変状の原因が新たな地すべりによるものかを判断す

る必要がある。施設や地山における著しい変状や変状発生箇所の連続性等から詳細な調

査が必要と判断する場合、その詳細調査は地すべり調査の一環として扱うことが適切と

考えられる。 

地すべり調査については、本手引きの適用範囲外であり、別途、適切な基準書等に則

り調査を実施することが望ましい。 

 杭工に対する詳細調査手法としては以下のようなものが考えられる。ただし、これら

の調査の費用対効果を十分検討し、調査の実施を決定すること。 

 

表Ⅹ-2.3.1 杭工に対する詳細調査手法 

対象部位

/現象 
調査目的 手法 手法概要 

本体  

 

①杭の施工位置 

 

・杭位置の把握 

（杭の位置が把握で

きない場合や杭の存

在を確認したい場合

が想定される。） 

 

掘削・試掘 

必要に応じて、埋戻し土等を掘削して杭頭を露出させ

る等により、直接、位置や状態を確認する。また、配

列や傾斜等を直接計測する。 

(貫入試験やハンドオーガー等を用いて杭位置等を把

握する方法もある。) 

磁気探査 
鋼材などの強磁性体の位置を測定することにより杭

の位置を特定する。 

地中レーダー

探査 

電磁波を用いて地質構造(内部構造)等の境界面からの

反射波を計測する。 

②杭の変形・損傷状

況 

・杭の形状の把握 

（杭の変形の程度を

示す指標の一つにな

ると考えられる。） 

 

・中詰めコンクリー

トの空間やひび割れ

もしくは劣化の把握 

（杭の変形の程度を

示す指標の一つにな

ると考えられる。） 

杭に設置され

た観測孔等に

よる計測・観察

杭体内部あるいは近傍に既設観測孔がある場合は、観

測校の変形状態を確認する。押入式孔内傾斜計等によ

る計測の他、ボアホールカメラによる観察等が有効で

ある。 

コア抜き調査 

コアドリルなどでコンクリートの一部を採取し、断面

を確認する。必要に応じて得られたサンプルで力学試

験を行うこともできる(一軸圧縮試験など)。 

インティグリ

ティ試験 

ハンマーの打撃により杭を振動させ(弾性波を発生さ

せ)、その反射波をセンサーで計測し、杭長、損傷位

置を計測する。（杭頭露出させて杭を直接打撃し、ハ

ンマーの振動が伝わる範囲を限定する必要がある。）
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2.3.1 調査方法 

 杭工を対象とした詳細調査の内容は個々の現場での状況に応じて設定する。一般的な

方法についてはここでは解説しないが、近年、技術開発の進展により、以下のような杭

に対する非破壊検査の事例も見られるようになった。事例を表Ⅹ-2.3.2 と表Ⅹ-2.3.3

に示す。 

 

表Ⅹ-2.3.2 杭に対する詳細調査手法例（1） 

手法名： ボアホールレーダー 

部位： 杭（地中） 

目的： 地中の杭の深さや形状を把握する。 

手法の区分： 非破壊検査 

手法の概要： ボーリング孔内に電磁波を送信・受信できるアンテナを挿入して電磁波を放射し、

杭からの反射波を測定することにより根入れ深度等を探査する方法である。測定

対象物は鋼矢板、鋼管杭、PC 杭、場所打ち杭などに有効と考えられる。 

参考文献等： 太田資郎（日本工営（株））、野口恒久（清水建設(株)）、酒井幸雄（基礎地盤コンサ

ルタンツ(株)）、石田雅博(建設省土木研究所)、秋田直樹（建設省土木研究所） , 

「橋梁基礎構造の調査に関する研究(その 3)―ボアホールレーダーを用いた橋梁

基礎構造の調査方法の開発―」 , 土木学会第 54 回年次学術講演会（平成 11 年

9 月） 

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/1999/54-3A/54-3A-0922.pdf 

 

表Ⅹ-2.3.3 杭に対する詳細調査手法例（2） 

手法名： 磁気探査 

部位： 杭（地中） 

目的： 地中の杭の深さや形状を把握する。 

手法の区分： 非破壊検査 

手法の概要： 鋼材などの強磁性体の位置を測定することにより杭の位置を特定する方法であ

る。 

参考文献等： 鈴木一彦（（株）東京ソイルリサーチ）、入手麻美（静岡県富士土木事務所）, 「磁気

探査を用いた既設橋台基礎杭の配列調査」,既設構造物の耐震補強に関するシン

ポジウム 論文集  

https://www.jsce.or.jp/library/eq10/book/49777/0039.pdf  

  




